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環境基本 

計画とは 

守谷市における環境に関する取組を進めていくために、市民や事業者や市が、環境に対する共通の

意識を持ちながら、それぞれができることを理解した上で、より良い環境を作るために行動してい

くための指針のことです。 

そしてまた、環境に関する個別の計画をまとめるのと同時に、幅広く展開される市のさまざまな取

組について、環境の面から、望ましい方向へ導いていく役割も持っています。 

 
計 画 

期 間 

この計画の計画期間は、令和８（2026）年度から令和 17（2035）年度の 10 年間の計画です。 

世の中の環境の変化や、新たな問題が起こった場合などには、必要に応じて見直しを行います。 

 

 
計画の 

対 象 

守谷市全域を対象とし、対象とする分野は、「自然環境･生物多様性」、「生活環境」、「資源循環･廃棄

物」、「脱炭素社会･地球環境」、「環境活動･市民行動」の５分野とします。 
 

環境分野 対象範囲 

自然環境･生物多様性 森林、里山、農地、緑地、斜面林、公園、街路樹、動植物 等 

生活環境 騒音･振動、悪臭、水質、有害化学物質、環境美化、空家、犬･猫の飼育 等 

資源循環･廃棄物 ごみの減量･分別･資源化、食品ロス、５Ｒ 等 

脱炭素社会･地球環境 地球温暖化、エネルギー、気候変動 等 

環境活動･市民行動 環境教育･環境学習、環境情報、各行動主体の協働 等 
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１ 計画策定の背景 

守谷市では、2016（平成 28）年８月に「第２次守

谷市環境基本計画」を策定して以降、「第三次守谷市

総合計画（第２期守谷市まち･ひと･しごと創生総合

戦略）」や「第二次守谷市緑の基本計画」により、環

境施策の基本的枠組みを定めるとともに、市民･事業

者･行政が一体となって、豊かな自然環境の保全や、

快適な生活環境の実現、環境保全に向けた活動の各分野の施策事業に取り組んできました。 

その結果、ごみの減量化や再資源化への取組、市内における二酸化炭素排出量の削減、環境教育の推進

など、各分野において一定の成果が上がってきましたが、引き続き対応を進めるべき課題も残されていま

す。さらに今後は、東京ヤクルトスワローズ二軍球場、（仮称）守谷ＳＡスマートインターチェンジ、都市

軸道路利根川橋梁の建設等、大規模な土地利用が近年予定されており、新たな環境課題の発生が予測され

ます。 

守谷市では、2020（令和２）年７月に 2050（令和 32）年までに二酸化炭素排出量の実質ゼロを目指す「ゼ

ロカーボンシティ」を表明したことや、国際社会共通の目標として、「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」の

達成に向けた取組も進める必要があるなど、多様化、複雑化する環境問題の解決に向けた機運が高まって

います。 

このような社会情勢の変化を踏まえ、市民･事業者･行政が連携して持続可能な都市の実現やＳＤＧｓの

達成に向けて取り組むため、「第３次守谷市環境基本計画」を策定します。 
 

２ 計画の位置づけ 

環境基本計画は、守谷市における全ての計画の上位計画として位置付けられる「第三次守谷市総合計画」

（以下「総合計画」という。）に即する、環境面の総合的な基本計画です。また、守谷市のまちづくりの基

本方針である「守谷市ＤＸ推進計画」や「守谷市都市計画マスタープラン」、「守谷市一般廃棄物（ごみ）処

理基本計画」、「守谷市緑の基本計画」等の関連計画と整合･連携を図ります。 

 

  

【守谷市の位置と地勢について】 

東京都心から約 40 ㎞圏内にあり、茨城県と千葉県の県境に位置しています。 

鉄道の面では、東京都心と筑波研究学園都市を結ぶつくばエクスプレスにより

秋葉原まで最短 32 分と、都心に向かう交通の利便性は高く、関東鉄道常総線と

の乗換駅である守谷駅の令和５年における１日平均乗車人員数は、つくばエクス

プレスと関東鉄道常総線を合わせて約 6.3 万人に達しています。 

本市の地勢は、茨城県南部から千葉県北部にわたる大きな洪積台地｢常総台地｣

から枝状に伸びる猿島台地の先端部分に位置し、３方向を利根川、鬼怒川、小貝

川に囲まれた島状の地形となっています。 

▲つくばエクスプレス利根川橋梁上空から守谷市を望む 
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３ 本市の望ましい環境像 

地球規模でみると、地球温暖化に伴う異常気象や気象災害の発生･甚大化、人間活動の拡大による生物多

様性の減少といった問題の改善に向けて早急に取り組まなければなりません。 

私たちは、この地に大切に残された自然がもたらす多くの恵み、先人たちがこれまで築いてきた地域の

文化や、安全で快適な生活が高度に融合したまちを、未来の世代に引き継いでいく責務があります。 

この責務を果たすため、市民･事業者･行政などあらゆる主体がそれぞれの立場で協働し、地域や学校、

職場など様々な場面において、環境への負荷低減にとどまらず、喪失した自然の再生なども視野に入れて、

現在ある環境の改善について積極的に取り組まなければなりません。 

さらに、その取組を通じて国の第六次環境基本計画にある、現在および将来の市民や国民一人一人の「ウ

ェルビーイング／高い生活の質」の実現を目指すことも求められています。 

これらを踏まえ、私たちは、豊かな自然と人びとが調和し、持続的な発展が可能なまちの実現に向け、＜

守谷市が目指す望ましい環境像＞を掲げ、取組を進めていきます。 

 

４ 実現に向けた基本目標と方針 ≪計画の体系図≫ 

＜守谷市が目指す望ましい環境像＞を実現するために、「自然環境･生物多様性」、「生活環境」、「資源循

環･廃棄物」、「脱炭素社会･地球環境」、「環境活動･市民行動」の分野について、守谷市の現状や課題から、

５つの基本目標と９つの方針を設定し、環境施策を推進します。 

  

＜ 守谷市が目指す望ましい環境像 ＞ 

豊かな自然と快適な暮らしを未来へつなぐまち・もりや 
この地に残された自然がもたらす多くの恵みと、これまで築いてきた安全で快適な生活

が融合したまちを、未来の世代に引き継いでいきます。 
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基本目標１ 豊かで誇れる自然を未来に守りつなぎます（自然環境･生物多様性分野） 
 

 
 

  

方針１ 残された緑を守り、豊かな自然環境を保つ 

～ 取組の方向性 ～ 

貴重な自然環境である利根川、鬼怒川、小貝川や各所に

点在する斜面林などの緑地の管理･保全を行うとともに、都

市の自然環境の保全等によるグリーンインフラの推進や、

生物多様性に配慮した緑地の確保に向けたグリーントラス

ト制度の検討を、市民、市民活動団体、事業者等との協働

により総合的･計画的に進めます。 

また、耕作放棄地の増加防止や、有効活用を行うために、

新たな農業の担い手育成や農地中間管理機構を活用した農

地集約化促進などを検討していきます。 

 

など 

 

 

など 

市(行政)の取組 

取組１ 緑地や斜面林の保全と活用の推進 

取組２ 公園や街路樹等の整備及び適正管理 

取組３ 里山の保全と活用 

取組４ 農地の保全と活用 

方針１ 残された緑を守り、豊かな自然環境を保つ 

方針２ 生物多様性の保全に取り組む 

～ 取組の方向性 ～ 

人間活動の発展と拡大が地球規模での生物多様性の減少

を招いています。生物多様性を確保していくためには、都

市における緑地の量の確保に加え、動植物の生息･生育環境

を改善するなど、緑地の質の向上を図り、里山の環境を維

持していく必要があります。そのために、本市のもつ地域

資源を持続的に活用し、さらに地域の協力を得て自然を守

り育てながら、様々な市民活動団体と連携することにより、

本市の生物多様性の保全を推進していきます。 

有識者や市民団体等と協力して、本市の自然生態系を把

握するため調査方法を検討するとともに、外来生物への対

策においても、緊急に対処が必要な生物の侵入防止や根絶

等に向けた取組を関係機関と連携して進めていきます。 

市(行政)の取組 

取組１ エコロジカル･ネットワークの形成 

取組２ 緑地の保全と活用 

取組３ 希少生物の保護と保全 

取組４ 外来生物の侵入防止と根絶･抑制 

方針２ 生物多様性の保全に取り組む 

 

 

など 

 

 

など 

市民が取り組めること 

事業者が取り組めること 

市民が取り組めること 

事業者が取り組めること 
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基本目標２ 健康で安心して暮らせる環境を守ります（生活環境分野） 
 

 
 

  

方針３ 安心･快適な暮らしを守る 

～ 取組の方向性 ～ 

環境に配慮した生活や社会活動の推進により、自然環境

と調和した快適な生活が送れる取組を検討していきます。 

近年予定されている（仮称）守谷ＳＡスマートインター

チェンジの供用開始等により市外からの流入人口が増加

することで、稲戸井調節池や河川敷への不法投棄事案の増

加が懸念されるため、環境美化活動や不法投棄防止に向け

た取組を進めます。 

また、生活環境の悪化につながる恐れがある放置された

空家の適正管理や有効活用を検討していきます。 

犬や猫等のペットの飼育については、ルールやマナーの

周知啓発を行い、ペットと快適に暮らせる環境づくりに取

り組みます。 

 

 

など 

 

 

など 

市(行政)の取組 

取組１ 生活マナーの向上と環境美化活動の推進 

取組２ 空家問題対策の推進 

取組３ 人と犬･猫が快適に共生する社会づくりに 
    向けた取組の推進 

方針３ 安心･快適な暮らしを守る 

方針４ 地域環境の保全に取り組む 

～ 取組の方向性 ～ 

騒音･振動、水質の現況を調査･把握することにより、公

害などの発生を未然に防止するとともに、発生した場合に

は必要な対応を速やかに行うことで、市民の健康を守り、

良好な生活環境を保全します。また、環境汚染だけでなく

健康被害を引き起こす有害物質についても情報収集を行

い、適切な情報発信を行います。 

空間放射線量については、測定結果を市ホームページ等

で公開し市民に分かりやすい形で情報提供や注意喚起を行

います。また、市民に対して放射線量計の貸出を実施する

ことで、市民の安心感を高めます。 

市(行政)の取組 

取組１ 騒音･振動、悪臭対策の推進 

取組２ 水質の監視･観測 

取組３ 化学物質の総合的なリスク対策 

取組４ 放射能に対するモニタリング調査の実施 

方針４ 地域環境の保全に取り組む 

 

 

など 

 

 

など 

市民が取り組めること 

事業者が取り組めること 

市民が取り組めること 

事業者が取り組めること 



6 

 

 

基本目標３ 無駄なく資源が循環するまちを目指します（資源循環･廃棄物分野） 
 

 

 

 

  

方針５ 循環型社会づくりを推進する 

～ 取組の方向性 ～ 

「守谷市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」に基づき５Ｒ

に取り組み、持続可能な循環型社会の形成を促し、ごみの減

量化を推進します。 

また、再生利用が可能な資源物についても、分別の指導や

周知を行うとともに、集団回収の支援や生ごみの堆肥化等

にも継続して取り組み、さらなる資源化を進めます。 

廃棄物の適正処理を徹底するために、不適正処理への対

応強化や不法投棄対策、有害廃棄物対策を推進します。 

 

 

など 

 

 

など 

市(行政)の取組 

取組１ ごみの減量化の促進 

取組２ ごみ分別の取組促進 

取組３ 食品リサイクル堆肥化事業への参加促進 
及び食品ロス削減の推進 

取組４ 資源物回収、ごみ資源化の普及啓発 

方針５ 循環型社会づくりを推進する 

取組５  

   常総環境センターで火災事故が発生（令和６年１２月） 

令和６年１２月９日に常総環境センターで火災が発生しました。 

この施設は、守谷市、常総市、取手市、つくばみらい市の４市で

共同運営しているものです。 

火災事故報告書によると、原因の特定はされていませんが、燃え

方や、過去に同様のケースがあったことを踏まえると、不燃ごみの

処理中にリチウムイオン電池が破砕されたことによる発火が原因 

と推察されています。この事故で作業員１名が火災による煙を吸い込み救急車にて搬送されましたが、幸いなこ

とに健康に異常はありませんでした。 

この火災による不燃ごみ処理設備の焼損によって、現在も不燃ごみを処理することができていません。 

今後の見通しについては、復旧時期が令和９年９月、復旧工事や外部搬出にかかる経費は約 60 億円で、そこ

から保険適用分を除いた約 40 億円が実質的な負担額と見込まれています。 

ごみは普段の生活からとどまることなく発生します。常総環境センターに集められた不燃ごみは、自力で処理

することができないため、県外の民間廃棄物処理施設に運んで処理をお願いしています。そのためには多額の委

託費用が必要となり、それが長期間に及ぶことになります。 

そこで常総環境センターでは、火災事故防止と外部への搬出量を減らすため、令和７年４月から不燃ごみの出

し方を変更し、「金属類、割れ物」と「ビニール、プラスチック製容器包装以外のプラスチック類」に細分化して

収集を行っています。 

循環型社会の構築のためには、日々の暮らしの中で、私たちにできることを意識して行うことが大切です。 

市民が取り組めること 

事業者が取り組めること 



7 

 

 

基本目標４ 地球にやさしい脱炭素のまちを目指します（脱炭素社会･地球環境分野） 
 

 
 

  

方針６ 地球温暖化対策を推進する 

～ 取組の方向性 ～ 

ゼロカーボンシティを実現するためには、市民･事業者･

市が省エネや再生可能エネルギーの活用に積極的に取り組

んでいくことが求められます。 

市民･事業者との協力･連携に留意しつつ、公共施設等の

管理やまちづくりの推進と合わせて、再生可能エネルギー

の最大限の導入･活用を行うとともに、徹底した省エネルギ

ーの推進を図るなど、自然的社会的条件に応じた温室効果

ガス排出量削減のための施策を推進します。 

市(行政)の取組 

取組１ 省エネルギー技術の導入促進 

取組２ 再生可能エネルギーの導入促進 

取組３  

方針６ 地球温暖化対策を推進する 

 

など 

 

など 

方針７ 気候変動への適応に取り組む 

～ 取組の方向性 ～ 

一人ひとりが自分事として気候変動問題を意識するとと

もに、その行動変容を促す必要があることから、科学的知

見の理解が促進されるように、普及啓発や広報の取組を進

めていきます。 

また、気候変動に伴い気象災害が激甚化しているため、

市民や事業者が災害に備えられるように、災害ハザードマ

ップの周知や災害リスクの高い地域への被害を軽減するた

めの対策の実施を進めていきます。 

そのほか、熱中症対策の情報提供や、クーリングシェル

ター（指定暑熱避難施設）の増加を推進するなど、暑熱対

策に取り組みます。 

市(行政)の取組 

取組１ 土砂災害や洪水等の危険箇所の周知及び 
    災害防止策の実施 

取組２ 健康被害への対策の推進 

取組３  

方針７ 気候変動への適応に取り組む 

 

 

など 

 

 

など 

市民が取り組めること 

事業者が取り組めること 

市民が取り組めること 

事業者が取り組めること 
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基本目標５ 環境行動が活発なまちを目指します（環境活動･市民行動分野） 
 

 
 

 

方針８ 環境教育･環境学習を推進する 

～ 取組の方向性 ～ 

地域や家庭、学校等において、興味を持って環境につい

て学べるように、生物多様性の観点を含めた自然体験活動

等への参加の機会を拡充します。  

学校現場においては、教育の質や効果を高めるために、

地域団体や事業者等と連携した学習方法や、生成ＡＩの適

切な利活用等を検討します。また、 地域においては、民間

企業、ＥＳＤ活動支援センター等の関連団体と連携を図り

ながら取組を進めます。 

社会情勢等に応じた情報発信や普及啓発を積極的に行う

ことで、社会の変化に即した環境教育につなげていきます。 

 

◆環境に関する書籍や新聞記事、国や地方自治

体などが発信する環境情報を収集し、環境へ

の理解を深める。 

◆自然体験学習や環境学習講座など、環境イベ

ントに積極的に参加する。 

◆家族や友人、身の周りの人と、環境に関する

情報を話題にする。 

など 

市(行政)の取組 

取組２ 自然観察･体験の場や機会の創出･提供 

取組３  

方針８ 環境教育･環境学習を推進する 

取組１ 環境教育及び環境学習の推進 

 

◆環境に関する書籍や新聞記事、国や地方自治

体などが発信する環境情報を収集し、環境へ

の理解を深める。 

◆従業員（社員、職員等）を対象とした環境学

習･環境研修を実施する。 

◆自社の環境への配慮に関する取組や情報を積

極的に発信する。 

など 

方針９ 環境意識の連携･活性化を進める 

～ 取組の方向性 ～ 

環境の保全を継続的に進めていくために、市民、事業者、

市がそれぞれの役割を理解したうえで分担･協働し、世代を

超えた環境配慮活動を推進します。 

また、若者世代に対する活動の周知や、協働による取組

への参加機会を創出するため、活動を支援する手法につい

ても検討し、様々な世代の意見を積極的に取り入れられる

ように検討を進めます。 

さらに、持続可能な地域づくりに向けて、市民、市民活

動団体、事業者、市等による対話を通じた協働による取組

を促進するために、先進事例の紹介や各主体間の連携促進

のための取組を検討します。 

 

◆市民･地域団体やＮＰＯ等が行う環境学習･環

境保全活動に積極的に協力する。 

◆自らの知識や経験、技術を活かして、地域の

環境活動の開催に協力する。 

◆家族や友人と環境について話し合い、自分な

りに取り組めることを継続して、良好な環境

の維持に努める。 

◆市や事業者との取組に参画し、環境保全活動

に取り組む。 

など 

 

◆関連企業や取引先企業に対し、環境保全や環

境への負荷の低減を呼びかける。 

◆市の環境学習イベントや市民活動への協力支

援、自社施設の見学会の開催など、ＣＳＲ活

動として、環境教育･環境学習の機会を提供す

る。 

◆市や市民団体と積極的にパートナーシップを

築き、環境保全活動を推進する。 

など 

市(行政)の取組 

取組１ 市ホームページや広報もりや等を活用した
情報発信 

取組２  

取組３  

方針９ 環境意識の連携･活性化を進める 

取組４ 近隣自治体等との連携 

市民が取り組めること 

事業者が取り組めること 

市民が取り組めること 

事業者が取り組めること 
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